
長崎家庭裁判所

２　申立てにあたって必要なもの

チェック 特記事項

□

□

□

□
・既に提出され，記載内容に変更がない場合は，提出不要
です。
・賃貸借契約解除の場合は，提出不要です。

□ 不動産売買契約書案

□ 固定資産税評価証明書

□ 査定書

□ 抵当権設定契約書案

□ 金銭消費貸借契約書案

□
（保証委託の場合）
保証委託契約書案

□ 取り壊しの場合 見積書

□ 賃貸の場合 賃貸借契約書案

□ 解約，解除届

□ 賃貸借契約書

３　費用

□ 申立手数料

書類等

居住用不動産処分許可の申立てについて

抵当権設定
の場合

処分する不動産の全部事項証明書

８４円×１枚，１０円×５枚，５円×１枚，１円×１
枚
（合計１４０円）

　被後見人等の居住用不動産を処分する（売却，抵当権設定など）必要がある場合は，必
ず事前に家庭裁判所に居住用不動産の処分許可の申立てをして，その許可を得る必要
があります（「成年後見人のためのＱ＆Ａ」参照）。
　居住用不動産とは，①被後見人等が現に居住していたり，②過去に居住していたことが
あったり，③今後，居住する可能性のある居宅及びその敷地のことをいいます。
　以下，申立てに必要な書類等を記載しますが，追加で資料の提出をお願いする場合が
ありますので，あらかじめご了承ください。
　また，居住用不動産の処分を許可された場合，その処分結果についての報告をお願い
することになりますので，その点もご了承ください。

１　はじめに

居住用不動産処分許可申立書

申立人の住民票又は戸籍附票

本人の住民票又は戸籍附票

賃貸借契約
解除の場合

既に提出され，記載内容に変更がない場合は，
提出不要です。

売却の場合

収入印紙８００円分

□ 郵便切手（右記のとおり）



１　申立関係書類

申立人 裁判所 特記事項

□ □

□ □

□ □

□ □ 候補者に記載してもらってください。

□ □ 候補者に記載してもらってください。

□ □ 主治医に記載してもらってください。

２　財産関係書類

□ □

□ □

□ □ 裏面（チェック表・その２）をご覧ください。

３　添付書類　　　

□ □ 戸籍謄本
（※発行から３か月以内のもの）

申立人と重複する場合は，不要です。

□ □ 住民票又は戸籍附票
（※発行から３か月以内のもの）

□ □ 登記されていないことの証明書
（※発行から３か月以内のもの）

法務局に交付を申請してください。

□ □ 候補者の 住民票又は戸籍附票
（※発行から３か月以内のもの）

４　費用

申立手数料分

□代理権付与申立て　８００円分

□同意権付与申立て　８００円分

□ □ 後見登記手数料分

□ □ 必要な場合は，後日，ご連絡します。

後見： 500円×3枚　84円×15枚  10円×10枚
　　　  5円×2枚　1円×10枚（合計2,880円）

保佐・補助： 500円×5枚　84円×15枚  10円×10枚
        5円×3枚  1円×10枚（合計3,885円）

可能な限り推定相続人全員の方に記載してもらって
ください。

診断書（成年後見用），鑑定に関する連絡票

療育手帳が発行されている場合，表紙，表紙裏面
及び判定の記載があるページをコピーしてください。

□ □
申立人が本人の４親等内の親族であることが分か
るよう，準備してください。

□ 療育手帳の写し

申立人の 戸籍謄本
（※発行から３か月以内のもの）

収支予定表

疎明資料

□ □

書類等

申立書

申立てに必要な書類等のチェック表・その１

親族関係図

※　申立てを行う前に，必ずこのチェック表で確認を行ってください。
※　このチェック表は，申立書と共に裁判所に提出してください。
※　長崎家庭裁判所における手続きのために提出する書面及び資料については，マイナンバー（個人番号）
の記載のない書面及び資料をご提出ください。

収入印紙２６００円分

本人の

申立事情説明書

成年後見人等候補者事情説明書

誓約書

鑑定費用（５万円程度）

□ □

収入印紙８００円分
（右の申立てを行う場合，加算してください。）

財産目録

□ □ 郵便切手（右記のとおり）

□

同意書



１　不動産に関する資料

申立人 裁判所 取寄先・特記事項

□ □ 物件所在地の法務局

２　預貯金に関する資料

３　保険契約に関する資料

□ □ 証書を管理している方

４　有価証券に関する資料

□ □ 取引先の証券会社

□ □ 同上

５　負債に関する資料（コピーを提出する。）

□ □ 本人（債務者）又は銀行等の債権者

□ □ 銀行，公社等の債権者

６　収入に関する資料（コピーを提出する。）

□ □ 本人又は勤務先の会社

□ □ 証書を持っている方

□ □ 住民登録先の市区町村を管轄する年金事務所

□ □ 預金通帳を管理している方

□ □ 生活保護取扱機関（住居地の福祉事務所等）

□ □ 本人

７　支出に関する資料（コピーを提出する。）

□ □ 本人が入所している施設，病院

□ □ 住民登録先の市町村役場

□ □ 住民登録先の市町村役場

□ □ 物件所在地の市町村役場

□ □ 貸主又は管理会社

申立てに必要な書類等のチェック表・その２

※　財産目録，収支予定表の内容を裏付ける資料として，次のような書類を提出してください。
※　資料をコピーする場合，Ａ４の用紙にコピーしてください（余白部分を切り取る必要はありません。）。
※　長崎家庭裁判所における手続きのために提出する書面及び資料については，マイナンバー（個人番号）
の記載のない書面及び資料をご提出ください。

書類等

全部事項証明書

預金通帳等を管理している方
通帳は，最新の残高になるよう記帳を行った後，表
紙と表紙裏面及び記帳されているすべてのページ
（少なくとも過去１年分。更新されている場合，更新
前の通帳も含む。）をＡ４用紙にコピーする。

□ □
預金通帳のコピー，定期預金・定額貯金等の
証書のコピー

□ □ 残高証明書
各金融機関
上記の通帳や証書で確認できる場合は不要

固定資産税納税通知書

地代，家賃等の領収書

年金改定の通知書

国民健康保険税（料）通知書

介護保険料納入通知書

確定申告書及び収支内訳書

施設利用料，入院費等の領収書

生活保護に関する保護決定通知書

年金の振込口座の通帳

年金証書

保険証書のコピー

ローン契約書又は借用書

給与明細書

お預かり残高等明細

取引残高報告書

支払明細書


